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令和８年第２回海津市教育委員会議事録 

 令和８年２月２４日（火）午後１時３０分より第２回海津市教育委員会が海津市

役所東館４階 災害対策本部室に招集され、会議を開催した。 

 

 

１ 本日の協議事項 

 (1)議事録の承認  

 (2)教育長の報告 

 (3)各課の報告 

 (4)協議事項 

議案第３号 教育に関する事務に係る議案に対する意見について 

議案第４号 教育に関する事務に係る予算（令和７年度補正予算 

【第８号】）に対する意見について 

     議案第５号 教育に関する事務に係る予算（令和８年度当初予算）に対 

   する意見について 

     議案第６号 令和７年度海津市教育委員会表彰（児童生徒の表彰）の決 

   定について（追加分） 

     議案第７号 要・準要保護者の認定について 

 

  

     ２ その他 

      (1) 教育委員会後援事業２月申請分について 

       

 

３ 本日の会議に出席した教育長及び教育委員は次のとおりである。 

服部 公彦 ・ 曽根 理仁 ・ 大津 由佳 ・ 伊藤 嘉保  

 宇野 恵里 

 

 

４ 本日の会議に欠席した委員は次のとおりである。 

な し 

 

５ 本日の会議に説明者として出席した者は次のとおりである。 

事務局長                       後藤 政樹 

教育総務課長兼学校給食センター所長          德永 宗哲 

学校教育課長兼総合教育センタ―所長          森   崇 

文化・スポーツ課長兼木曽三川輪中ミュージアム館長 

兼図書館長                      後藤 英仁 

こども未来課長兼こども家庭センター長         中島  真 

 

 

６ 本日の会議に書記として出席した者は次のとおりである。 

教育総務課係長  山田 佐智子 
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発言者 内        容 

教育長  令和８年第２回海津市教育委員会を始めます。 

（１）前回の議事録の承認をよろしくお願いします。 

（２）教育長の報告を行います。 

２月前半からの報告をさせていただきます。 

教育総務課では、２月１９日に第２回学校給食センター運営委

員会がございました。そして、本日、教育委員会、総合教育会議

でございます。 

学校教育課では、２月１２日に第２回いじめ問題対策連絡協議

会がございました。１６日にリーディングＤＸスクール事業報告

会が平田中でございました。文科省の戦略アドバイザーにご講演

いただきました。 

その他ですが、２月５日に公私連携型保育所等選定・評価委員

会がございました。７日に社会福祉大会が海津市ＯＣＴ文化セン

ターでございました。城山小学校と大江地区社協の発表がござい

ました。菊池幸夫弁護士の記念講演がございました。 

今後の予定です。２月２７日に第２回学校教職員総括安全衛生

委員会がございます。３月４日に公立高等学校入学１次試験、  

１３日に合格発表でございます。６日に中学校卒業式、教育委員

会がございます。９日に市議会予算特別委員会、１１日に市議会

文教民生委員会がございます。１７日、１８日に市議会一般質問

がございます。２５日に小学校卒業式がございます。２６日に教

育委員会、市教職員の離任式がございます。４月２日に教育委員

会、教職員の着任式がございます。８日に午前、中学校、午後、

小学校の入学式がございます。１６日、１７日に東海北陸都市教

育長協議会総会が金沢市でございます。 

 私からは、以上でございます。何か報告につきまして、ご質問

等がございましたらお願いします。  

全委員  （質問等なし） 

教育長 （３）各課の報告 

 各課の報告をお願いします。 

事務局長 議会全員協議会各課報告事項について報告 

教育総務課長

兼学校給食セ

ンター所長 

学校給食センター運営委員会について報告 
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学校教育課長

兼総合教育セ

ンター所長 

 令和８年度新規事業等について報告 

 

文化・スポーツ課

長兼木曽三川輪

中ミュージアム

館長兼図書館長 

「木曽三川輪中ミュージアム わじゅ～む」ロゴデザインの決

定について報告 

令和８年度新規事業について報告 

こども未来課

長兼こども家

庭センター長 

令和８年度新規事業について報告 

教育長 質疑はありませんか。 

全委員 （質疑等なし） 

教育長 ここで、文化・スポーツ課長兼木曽三川輪中ミュージアム館長

兼図書館長、こども未来課長兼こども家庭センター長は退席しま

す。 

（４）協議事項 

 議案第３号 教育に関する事務に係る議案に対する意見につい

て説明をお願いします。 

教育総務課長

兼学校給食セ

ンター所長 

＜教育に関する事務に係る議案に対する意見について（海津市立

学校施設資使用条例の一部を改正する条例）、別紙資料にて説明

＞ 

教育長  質疑はありませんか。 

曽根委員  空調使用料の徴収は、申込と同時に行うのですか。 

教育総務課長

兼学校給食セ

ンター所長 

施設の使用料と同時に徴収させていただきます。 

伊藤委員 半面使用する場合も空調使用料は、全面分を支払うのですか。 

教育総務課長

兼学校給食セ

ンター所長 

半面であっても、全面分と同額を徴収させていただきます。 

教育長 議案第３号 教育に関する事務に係る議案に対する意見につい

て承認いただけますでしょうか。 

全委員 異議なし。  

教育長 議案第３号 教育に関する事務に係る議案に対する意見につい

て承認されました。 

議案第４号 教育に関する事務に係る予算（令和７年度補正予
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算【第８号】）に対する意見について説明をお願いします。 

教育総務課長

兼学校給食セ

ンター所長 

＜教育に関する事務に係る予算（令和７年度補正予算【第８号】）

に対する意見について、別紙資料にて説明＞ 

教育長 質疑はありませんか。 

曽根委員 小学校費の会計年度任用職員の人件費の減額が大きいですが、

なぜですか。 

学校教育課長

兼総合教育セ

ンター所長 

実績に基づいて予算を見直し、減額させていただきました。県

費の支援員と兼務されている場合もありますので、県費との調整

で減額となっております。 

教育長 議案第４号 教育に関する事務に係る予算（令和７年度補正予

算【第８号】）に対する意見について承認いただけますでしょう

か。 

全委員 異議なし。 

教育長 議案第４号 教育に関する事務に係る予算（令和７年度補正予

算【第８号】）に対する意見について承認されました。 

議案第５号 教育に関する事務に係る予算（令和８年度当初予

算）に対する意見について説明をお願いします。 

教育総務課長

兼学校給食セ

ンター所長 

＜教育に関する事務に係る予算（令和８年度当初予算）に対す

る意見について教育総務課分について別紙資料にて説明＞ 

学校教育課長

兼総合教育セ

ンター所長 

＜教育に関する事務に係る予算（令和８年度当初予算）に対す

る意見について学校教育課分について別紙資料にて説明＞ 

教育長 質疑はありませんか。 

曽根委員 小学校給食費無償化事業で「食物アレルギー等により学校給食

を食べない児童に対して、給食費相当額を助成します。」とあり

ますが、給食を食べなくても助成するという解釈でよろしいでし

ょうか。 

教育総務課長

兼学校給食セ

ンター所長 

やむを得ず給食を食べない児童には、給食費相当額を助成する

ものでございます。 

大津委員 小学校給食費無償化事業の学校給食を食べない児童に対して、

給食費相当額の助成金の財源は何ですか。 

教育総務課長

兼学校給食セ

国が２分の１、県が２分の１の助成金を財源とします。 
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ンター所長 

曽根委員 飛散防止フィルム設置事業ですが、事業費が６校で、９３，６

５８千円ということですが、高額になる理由はなぜですか。 

教育総務課長

兼学校給食セ

ンター所長 

校舎も含んでおります。飛散防止フィルムを施工するためには、

足場を組む必要がございますので、その費用が高額になっており

ます。 

教育長 議案第５号 教育に関する事務に係る予算（令和８年度当初予

算）に対する意見について承認いただけますでしょうか。 

全委員 異議なし。 

教育長 議案第５号 教育に関する事務に係る予算（令和８年度当初予

算）に対する意見について承認されました。 

議案第６号 令和７年度海津市教育委員会表彰（児童生徒の表

彰）の決定について（追加分）について説明をお願いします。 

教育総務課長

兼学校給食セ

ンター所長 

＜令和７年度海津市教育委員会表彰（児童生徒の表彰）の決定

について（追加分）について、別紙資料にて説明＞ 

教育長 質疑はありませんか。 

全委員 （質疑等なし） 

教育長 議案第６号 令和７年度海津市教育委員会表彰（児童生徒の表

彰）の決定について（追加分）について承認いただけますでしょ

うか。 

全委員 異議なし。 

教育長 議案第６号 令和７年度海津市教育委員会表彰（児童生徒の表

彰）の決定について（追加分）について承認されました。 

議案第７号 要・準要保護者の認定について説明をお願いしま

す。 

学校教育課長

兼総合教育セ

ンター所長 

＜要・準要保護者の認定について別紙資料にて説明＞ 

教育長 質疑はありませんか。 

全委員 （質疑等なし） 

教育長 議案第７号 要・準要保護者の認定について承認いただけます

でしょうか。 

全委員 異議なし。 

教育長 議案第７号 要・準要保護者の認定について承認されました。
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その他（１）教育委員会後援事業２月申請分について説明をお願

いします。 

教育総務課長

兼学校給食セ

ンター所長 

２月に１件の後援申請がございました。新規の申請になります

ので、ご審議をお願いします。事務局としましては、職場体験事

業になりますので承認してよろしいと考えております。 

教育長 承認するということでよろしいでしょうか。 

全委員 異議なし。 

教育長 以上、本日の協議事項をすべて終了しましたので閉会します。 

 【閉会 午後３時】 


